
平成 29 年度相談支援従事者研修の実施方針について（案） 

 

 

１ 相談支援従事者初任者研修（以下「初任者研修」） 

 研修対象者に「介護支援専門員」を追加。（講義部分の受講を想定） 

介護支援専門員が障害福祉制度に関する知識を修得することを目的とする。 

【定員】５０名程度を予定 

 

２ 相談支援従事者現任研修（以下「現任研修」） 

 今後、受講者数の大幅な増加が予想されることから、受講枠を拡大する。 

【定員】平成２８年度：２００名→平成２９年度：４００名 

 

３ 相談支援従事者専門コース別研修（以下「専門コース別研修」） 

 平成 29 年度の専門コース別研修については、以下のとおり実施することとす

る。 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

医療的ケアの必要な重症

児者への相談支援 

（１日間） 

 

地域移行・定着、触法 

 

ファシリテーター養成 

 

発達障害者支援（２日間） 

 

市町村職員スキルアップ

×２ 

医療的ケアの必要な重症

児者への相談支援 

（１日間） 

 

地域移行・定着、触法 

 

ファシリテーター養成 

 

発達障害者支援（２日間） 

 

 

医療的ケアの必要な重症

児者への相談支援(２日

間) 

 

地域移行・定着 

 

ファシリテーター養成 

 

発達障害者支援（１日間） 

 

 

資料３ 


